
（別紙） 

 

青森県地方独立行政法人法施行細則の一部改正の概要 

 

１ 改正理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律（令和５年法律第５８号。以下「地方分権一括推進法」という。）第

５条の規定による地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」と

いう。）の改正（令和５年６月１６日施行）に伴い、青森県地方独立行政法人法施行

細則の一部を改正するもの。 

 

２ 改正内容 

  公立大学法人について、法第７８条の２の改正により各事業年度における業務の

実績に関する評価が不要となったことに伴い、同条第２項の規定による業務実績等

報告書において、各事業年度における業務の実績及び法人の自己評価の結果につい

ての記載を不要とする。【第２２条の規定による読替後の第７条第１項関係】  

 

３ 新旧対照条文 

  別添のとおり。 

 

４ 施行期日 

令和８年４月１日 


